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一 

診
療
報
酬
改
定
に
当
た
つ
て
厚
生
大
臣
の
権
限
で
あ
る
中
医
協
に
対
す
る
諮
問
事
項
の
う
ち
、
従
来
の
方
法 

 

で
は
総
枠
及
び
医
師
技
術
料
総
額
の
改
定
率
の
計
算
は
次
の
よ
う
な
矛
盾
及
び
不
合
理
が
あ
る
。
今
後
の
諮
問 

 

に
当
た
つ
て
こ
れ
を
い
か
に
改
善
す
る
か
、
ま
た
医
療
経
済
実
態
調
査
の
結
果
を
諮
問
事
項
に
ど
の
よ
う
に
反 

 

映
す
る
か
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

二 

な
お
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

1 

昭
和
五
十
一
年
五
月
の
中
医
協
の
医
療
経
済
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
病
院
長
の
給
与
額
（
年
間
給
与
額
の 

 

十
二
分
の
一
）
は
九
一
〇
、
五
九
三
円
、
病
院
勤
務
医
師
の
平
均
給
与
額
は
六
五
九
、
八
七
五
円
で
あ
る
。 

一
方
、
診
療
所
開
設
医
師
の
所
得
総
額
は
月
一
、
七
八
一
、
三
五
五
円
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
に
は
質 

 
 

問
者
の
試
算
に
よ
る
と
、
家
族
労
働
相
当
分
（
九
四
、
五
七
九
円
）
、
減
価
償
却
費
分
（
一
二
六
、
〇
二
一
円
）
、 

診
療
報
酬
改
定
に
当
た
つ
て
厚
生
大
臣
の
中
医
協
諮
問
事
項
作
成
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

2 

来
る
べ
き
診
療
報
酬
改
定
の
諮
問
案
作
成
に
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な
医
師
技
術
料
の
較
差
を
従
来
の
よ
う 

 

に
そ
の
ま
ま
是
認
し
て
病
院
・
診
療
所
の
改
定
率
を
計
算
す
る
こ
と
は
、
医
療
費
の
無
駄
及
び
そ
の
配
分
の 

 
 

不
均
衡
を
助
長
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

事
業
所
得
（
一
三
五
、
八
九
四
円
）
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
事
業
費
用
と
し
て
控
除
す
る
と
一
、
四
二

四
、
八
六
一
円
と
な
る
。
こ
の
額
が
病
院
勤
務
医
の
技
術
料
（
所
得
）
に
相
当
す
る
診
療
所
開
設
医
師
技
術
料 

 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
額
は
、
病
院
勤
務
医
の
平
均
給
与
の
二
・
二
倍
、
病
院
長
の
一
・
六
倍
と
な
つ
て
い 

 
 

 

る
。
従
来
の
計
算
方
式
に
よ
る
と
、
こ
の
医
師
技
術
料
額
の
較
差
は
改
定
の
都
度
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る 

 
 

 

が
、
こ
の
不
均
衡
を
ど
う
改
善
す
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

従
つ
て
今
後
の
諮
問
案
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
診
療
所
開
設
医
師
技
術
料
は
病
院
勤
務
医
師
技
術
料
と
の 

 

均
衡
を
考
慮
し
、
適
正
額
を
定
め
こ
れ
を
改
定
率
計
算
の
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見 

 
 

解
は
ど
う
か
。 

四 

 



 

 

五 

3 
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
つ
た
場
合
、
診
療
所
の
経
営
費
総
額
は
当
然
圧
縮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

例
え
ば
、
五
十
一
年
医
療
経
済
実
態
調
査
に
よ
る
診
療
所
の
経
営
費
総
額
四
、
二
〇
〇
、
六
九
八
円
は
、
診 

 
 

療
所
開
設
医
師
の
所
得
を
病
院
長
と
同
額
と
し
た
場
合
三
、
七
五
〇
、
〇
八
〇
円
と
な
り
、
経
営
費
は
四
五 

 
 

〇
、
六
一
八
円
（
経
営
費
総
額
の
一
〇
・
七
％
）
減
額
す
る
。 

こ
の
圧
縮
減
額
分
は
、
改
定
率
算
定
に
当
た
つ
て
は
控
除
し
て
計
算
の
基
礎
と
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府 

 

の
見
解
は
ど
う
か
。 

診
療
所
の
経
営
実
態
の
中
で
加
算
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


